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　Ⅰ　令和７年度上半期　浜松市母子保健事業　事業実績報告

回 人数 回 人数

－ 4,412人 － 2,148人

－ － － 1人

－ 4,412人 － 2,048人

－ － － 187人

－ 4,287人 － 2,196人

－ － － 81人

169回 4,652人 80回 2,291人

－ － － 60人

－ 5,038人 － 2,444人

－ 4,451人 － 2,090人

－ － － 328人

－ 5,352人 － 2,804人

－ 5,217人 － 2,095人

－ 4,447人 － 2,184人

－ 20人 － 1人

　（会場） 34回 1,236組 15回 384組

　（オンライン） 4回 - 2回 12組

15回 1,500人 10回 1,252人

56校 6,707人 33校 3,863人

48回 2,420人 18回 626人

親子（母子）健康手帳交付・妊婦個
人指導（妊娠届出数）

11施設 4,733人 11施設 2,304人

親子すこやか相談 11会場 8,337人 11会場 4,433人

－ - － 399人

－ － － 12人

－ － － 2人

74回 664組 28回 108組

－ 1,132組 － 437組

－ 343組 － 100組

6回 36組 3回 15組

2回 30組 1回 9組

6回 60組 3回 9組

－ 5,879人 － 2,518人

多胎プレパパママ教室 4回 40組 1回 1組

家庭訪問による相談支援事業 － 20組 - 0組

－ 4,541人 - 2,232人

－ 14,400人 － 6,504人

－ 4,544人 - 2,195人

84回 2,268人 42回 732人

78回 2,760人 39回 903人

47回 940人 23回 596人

1回 100人 0回 0人

不
妊
治

療
費
等

支
援

6回 18組 3回 7組

（3歳児精密健康診査）

事業名
 R7年度計画 R7年度上半期実績

10か月児健康診査

乳
幼
児
健
康
診
査
事
業

1か月児健康診査

（1か月児精密健康診査）

4か月児健康診査

（4か月児精密健康診査）

妊産婦乳幼児訪問

低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業

思
春
期
性

教
育
事
業

思春期教室

依頼の衛生教育

先天性代謝異常等検査

新生児聴覚スクリーニング検査

1歳6か月児健康診査

妊
娠
期
健
康
講

座
事
業

未来の自分を考える講座

発達相談

（新）拡大新生児マススクリーニング検査

産科受診等支援事業

1歳6か月児健康診査事後相談

親と子の心理相談

ことばの相談

はじめてのパパママレッスン

食育講座

未熟児相談交流会（すくすく教室）

健やか育児教育事業

（1歳6か月児精密健康診査）

3歳児健康診査

3歳児歯科健康診査

もぐもぐ元気っこ教室

遠方分娩取扱施設等への交通費宿泊費支援

母子保健
相談支援

事業

はままつ女性の健康相談（妊娠SOSを含む）

不妊専門相談センター事業
（医師面接相談）

産後ケア事業

多胎ピア
サポート事業

母
子
訪
問
指
導

事
業

こんにちは赤ちゃん訪問

(再掲)こんにちはマタニティ訪問

乳
幼
児
等
健
康

教
育
事
業

離乳食教室

食育研修会

母
子
相
談
事
業

妊娠週数20～35週の妊婦とその家族

対象者

出生後27日を超え、生後6週に達しない児

1か月児健康診査にて精密検査が必要な児

生後3～5か月児

4か月児健康診査にて精密検査が必要な児

生後9～11か月児

10か月児健康診査にて精密検査が必要な児

新生児

新生児

（10か月児精密健康診査）

1歳6か月児（2歳未満まで可能）

1歳6か月児健康診査にて精密検査が必要な児

3歳児

3歳児

3歳児健康診査にて精密検査が必要な児

市内在住の未就学児とその親（延）

市内在住の未就学児とその親（延）

市内在住の未就学児とその親（延）

出生体重1,500ｇ未満児とその親（延）

新生児

自宅（又は里帰り先）から最寄りの分娩取扱施設等
まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

これから親としての役割を担う青年期の男女

市内の中学2年生

市内の各関係団体（延）

妊娠届出書を提出したもの

不妊に悩む夫婦（延）

親子（母子）健康手帳の交付を受けた多胎妊婦
及びその家族

浜松市在住の多胎妊産婦とその家族（産後1年頃まで）

市内在住の生後4か月までの児

保健師による継続支援が必要な親子（延）

市内在住の親子（延）

妊娠期から子育て期等、女性の健康に関する相談者（延）

市民税非課税世帯に属している、
または生活保護受給している妊婦（延）

特定妊婦と疑われる者のうち、妊娠の確認ができていない
者で、産科受診等が困難と認められる者

1歳6か月児健康診査にてことばの遅れ等気になる児
とその保護者（延）

市内在住の妊娠8か月頃の妊婦

天竜区在住の満2か月～4か月児とその親

市内在住の産後4か月未満の母子（延）

生後7～8か月児の児とその親

地域の育児グループや幼稚園、保育所、
及びこども園、学校等の母子に関する団体等

浜松市内保育所、幼稚園、こども園、小学校の食育担当者

生後5か月児をもつ親
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１．妊産婦関係 

 

（1） 妊娠届出数・親子（母子）健康手帳交付・ハイリスク妊産婦 

 【表１】 妊娠届出数、個人指導数、及びハイリスク妊産婦の数 

   (単位:人)  

率（B/A） 率（B/A） 率（B/A）

4,733 ‐ 4,508 ‐ 2,304 ‐
4,864 ‐ 4,643 ‐ 2,367 ‐
4,814 ‐ 4,590 ‐ 2,347 ‐

774 16.1% 772 16.8% 434 18.5%ハイリスク妊産婦数（B）

妊産婦個人指導数（A）

R7上半期R6

妊娠届出数

R5

親子（母子）健康手帳交付数

 

  ＊妊娠届出数とは、飛び込み分娩を含み、多胎及び産後発行は含まない数 

  ＊親子（母子）健康手帳交付数とは、多胎及び産後発行を含む数 

  ＊妊産婦個人指導数とは、多胎を含まず、産後発行は含む数 

 

・ ハイリスク妊産婦は、「メンタル」が最も多く、次いで「養育」となっている。 

 【表２】 ハイリスク妊産婦の内訳数(※重複あり)とその割合        

                        (単位:人)   

率 率 率
774 772 434

若年妊婦 40 5.2% 30 3.9% 19 4.4%
飛び込み 6 0.8% 1 0.1% 2 0.5%
メンタル 422 54.5% 417 54.0% 238 54.8%
養育 231 29.8% 247 32.0% 143 32.9%
疾病 34 4.4% 62 8.0% 31 7.1%
多胎 51 6.6% 51 6.6% 20 4.6%
育児支援者がいない 160 20.7% 145 18.8% 96 22.1%
望まない妊娠 39 5.0% 46 6.0% 15 3.5%
遅れた妊娠届 46 5.9% 31 4.0% 21 4.8%
経済的困窮 89 11.5% 72 9.3% 39 9.0%
複数回の婚姻 13 1.7% 17 2.2% 12 2.8%
夫婦不和・DV 21 2.7% 13 1.7% 6 1.4%
転居・孤立 15 1.9% 21 2.7% 11 2.5%
被虐待歴あり 47 6.1% 44 5.7% 32 7.4%
虐待の既往あり 13 1.7% 18 2.3% 14 3.2%
その他 8 1.0% 14 1.8% 7 1.6%

ハイリスク妊産婦数

R6R5 R7上半期
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（2） 届出数の週数 

・ 令和７年度上半期における浜松市の満 11週までの届出割合は 94.05％であった。 

【表３】 妊娠週数ごとの届出数 

 令和７年度上半期                     （単位：人） 

発行数合計 　～満11週 12～19週 20～27週 28週以上
産後発行
（飛込のみ）

2,304 2,167 110 15 10 2

94.05% 4.77% 0.65% 0.43% 0.09%

(94.5%) (4.2%) (0.6%) (0.3%) (0.2%)

構成割合

（全国の構成割合※）

浜松市　計

 

※ 全国の構成割合：「令和 5年度地域保健・健康増進事業報告」都道府県別にみた妊娠届出の 

妊娠週数別の状況（厚労省）（ただし、妊娠週数不詳の者を除く） 

 

 (3) 届出数の年齢 

・ 令和７年度上半期における浜松市の 25 歳～29 歳の届出割合は 29.5％、30～34歳

の届出割合は 39.1％であった。 

・ 届出全体のうち、初産の者の割合は 49.1％であった。また、初産の者のうち、25

歳～29 歳の割合が最も多く、39.8％であった。 

【表４】 年齢ごとの届出数 

 令和７年度上半期                       （単位：人） 

発行数合計 20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40歳以上

0.7% 6.2% 29.5% 39.1% 19.8% 4.7%
1,132 13 103 450 392 139 35

(49.1%) (1.1%) (9.1%) (39.8%) (34.6%) (12.3%) (3.1%)

902 457 108

構成割合
（再掲：初産の者および

構成割合）

浜松市　計 2,304 16 142 679

 

 

（4） 満 28 週以降及び産後の発行状況 

・ 満 28 週以降に発行した妊婦の理由は、妊娠に気が付かなった、予期しない妊娠に

より妊娠届が遅れた、妊娠を家族に言い出せなかったなどの理由であった。 

 【表５】 親子（母子）健康手帳の満 28 週以降及び産後の発行状況 

  （単位：人）  

日本人
外国籍

日本人
外国籍

1010
12
10

R5 R6 R7上半期

1
1 2
2

1
産後発行（飛込のみ）

満28週以降 1014

0

4

1

6
6

0

0
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（5） 妊婦健康診査 

・ 妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠、出産が出来る

体制を確保することを目的として実施。 

・ 妊婦健康診査未受診の主な理由 

① 浜松市で受診票を発行した後に、他自治体へ転出 

② 受診票交付年度の次年度に受診 

・ 令和 6 年度より県下統一事業として、妊婦健康診査 15・16 回目について受診票に

よる助成を開始。 

 【表６】 妊婦健康診査の受診者数と受診率（回数・年度の別） （単位：人）   

R5 R6
受診率 受診率 対象者数 受診者数 受診率

初回 99.4% 98.8% 2,307 2,267 98.3%
2回目 98.5% 97.2% 2,284 2,233 97.8%
3回目 96.8% 97.4% 2,300 2,216 96.3%
4回目 96.3% 96.4% 2,324 2,273 97.8%
5回目 83.4% 82.8% 2,333 1,904 81.6%
6回目 95.9% 95.1% 2,337 2,295 98.2%
7回目 95.2% 94.3% 2,344 2,258 96.3%
8回目 94.7% 93.1% 2,358 2,208 93.6%
9回目 91.8% 89.1% 2,364 2,102 88.9%
10回目 90.0% 87.5% 2,375 2,057 86.6%
11回目 90.5% 88.1% 2,379 1,994 83.8%
12回目 81.6% 78.6% 2,378 1,804 75.9%
13回目 64.5% 60.7% 2,377 1,409 59.3%
14回目 42.6% 38.9% 2,378 879 37.0%
15回目 - 11.3% 2,379 258 10.8%
16回目 - 2.3% 2,379 54 2.3%
多胎 0.0% 3.3% 20 2 10.0%

血液検査 95.1% 92.6% 2,367 2,273 96.0%
血算検査 78.6% 76.0% 2,380 1,683 70.7%
GBS検査 90.6% 87.9% 2,381 2,039 85.6%

超音波検査１ 98.2% 96.7% 2,284 2,232 97.7%
超音波検査２ 96.0% 96.3% 2,326 2,274 97.8%
超音波検査３ 93.7% 94.6% 2,369 2,234 94.3%
超音波検査４ 89.6% 88.1% 2,379 1,996 83.9%

歯科健診 50.6% 51.3% 2,367 1,202 50.8%

R7上半期

 
※令和 4年度から多胎妊婦健康診査受診票の使用方法に変更あり。初回から 14 回目までの受診票を使用

後に多胎受診票を使用する。受診票は 5回分を交付。 

※令和 5年度は妊婦健康診査15・16 回目を償還払いで実施（15 回目：146 件、16 回目：46 件）。 
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（6） 新生児聴覚スクリーニング検査 

・  聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、新生児聴覚検査にかかる費用について、

受診票を交付し公費助成を実施。 

・  こんにちは赤ちゃん訪問時に親子（母子）健康手帳記載内容から新生児聴覚検査実施

の有無や受診結果の把握をするとともに、検査未実施児について「乳児の聴覚発達チ

ェック表」で音の出る玩具などを使い、保護者と聞こえの状態を確認し、心配がある

場合には受診勧奨を行う。 

【表７】 新生児聴覚スクリーニング検査の実施結果         （単位:人） 

両側 一側

4,425 4,325 97.7% 4,243 81 (1.9%) 26 55

自動ABR 4,079 3,998 80 (2.0%) 26 54

OAE 246 245 1 (0.4%) 0 1

2,232 2,184 97.8% 2,125 58 (2.7%) 9 49

自動ABR 2,085 2,027 58 (2.8%) 9 49

OAE 98 98 0 (0.0%) 0 0

Refer

R7上半期
R7

上半期
(再掲)

異常なし
（Pass）

要再検
（Refer）

要再検率
(Refer率)

R6

R6
(再掲)

対象
者数

受診
者数

受診率

 
※対象者数は令和 7年度上半期出生数。 

※要再検者は総合判定が要再検（Refer）であったものの数を計上。 

※検査方法不明 1名あり。 

※令和 7年度上半期の要再検者 58 名について赤ちゃん訪問等で確認できた者のうち、令和 7年 12 月 23

日時点で難聴が判明した者は 4名であった。 

 

（7）産婦健康診査 

・  産後うつ予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対す

る健康診査（産婦健診）について、産婦一人あたり２回（産後２週間、産後１か月）

まで受診票を交付し公費助成を実施。 

・  問診、診察、体重・血圧測定、尿検査のほか、産後うつ病のスクリーニングとしてエ

ジンバラ産後うつ病質問票を用いて実施。 

・  産婦健康診査の結果、実施機関において支援が必要と判断した場合は、①精神科等専

門機関を紹介、②市への支援を依頼、③実施機関（自院）で継続フォロー等、速やか

に対応を行う。 

【表８】 産婦健康診査実施結果 

（単位:人）                              

第1回 4,425 4,025 91.0% 3,582 443 11.0% 1 (0.2%) 246 (55.5%) 208 (47.0%)

第2回 4,425 4,355 98.4% 4,126 229 5.3% 7 (3.1%) 157 (68.6%) 73 (31.9%)

第1回 2,232 1,998 89.5% 1,804 194 9.7% 2 (1.0%) 125 (64.4%) 69 (35.6%)

第2回 2,232 2,135 95.7% 2,024 111 5.2% 1 (0.9%) 89 (80.2%) 23 (20.7%)

要支援者内訳（重複あり）

専門機関紹介 市へ支援依頼
受診率

自院で継続フォロー

対象
者数

受診
者数

異常
なし

要
支援

要
支援率

R6

R7
上半
期

 
※対象者数は令和 7年度上半期の出生数。 

※要支援者内訳のパーセンテージは要支援者に占める割合。 
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（8）産後ケア事業 

・退院直後等、支援の必要な母子を対象として、産婦人科医療機関・助産所にて、

心身のケアや育児のサポート等を提供し、産後の新生活を安心してスタートでき

るよう支援を行う。 

・妊娠期から出産後までの切れ目ない支援を推進するため、令和 2 年度より子育て

支援課から健康増進課へ事業移管し実施。 

・母子保健法改正により、令和 3 年度より産後ケア事業が市町村の努力義務として

法定化。対象年齢を 1歳未満へ拡充、自己負担の軽減等制度充実を図った。 

・令和 4 年度より、デイサービス型（短時間）および訪問型を通算 7回へ拡充した。 

・令和 6 年度より、支援を希望する産後１歳未満のすべての母子に対象を拡大し、

公費負担額を増額した。また、生活保護受給者の無償化、里帰り等市外で出産後

に産後ケアを利用した際の費用に対する償還払いを開始した。 

・周知方法として、親子（母子）健康手帳交付時やこんにちはマタニティ訪問、こ

んにちは赤ちゃん訪問時での情報提供、子育て情報サイトぴっぴへの掲載、市内

産科医療機関へのチラシ配布に加え、令和 4 年度より、乳児健診委託医療機関へ

のチラシの配布、および浜松市こども家庭センターLINE にて妊娠 9か月時と産後

2か月時のセグメント配信を行っている。 

 

【表９】産後ケア事業利用者数 

（単位:人） 

実人数 延人数 実人数 延人数 実人数 延人数

宿泊型 393 1,372 485 1,624 280 882

デイサービス型（１日） 108 165 148 230 92 127

デイサービス型（短時間） 1,170 2,364 1,071 2,308 667 1,296

訪問型 282 579 239 480 111 213

産後ケア利用実人数

出生数に対する利用割合

987

R5 R6 R7上半期

44.2%

1,604

33.9% 36.7%

1,625

 

※宿泊型とデイサービス型（1日）の延人数は、利用延日数。 

-6-



【表１０】利用後の継続支援について 

令和７年度上半期                        

率

宿泊型 327 24 7.3%

デイサービス型（１日） 127 9 7.1%

デイサービス型（短時間） 1,296 184 14.2%

訪問型 213 22 10.3%

利用回数
(回)

要継続者数(人)

 
 ※利用回数：1人の方が同じ型のサービスを複数回利用した場合は、利用毎にカウントする。 

※判断は実施施設の判断。 

 

 

【表１１】里帰り等市外で産後ケア利用時の費用に対する償還払い件数 

                   （単位:人） 

実人数 延人数 実人数 延人数

宿泊型 1 6 0 0

デイサービス型（１日） 1 1 0 0

デイサービス型（短時間） 17 36 5 10

訪問型 9 18 1 3

計 24 61 6 13

R7上半期R6

 
 ※申請日を基準とする。 
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（9）浜松市妊娠糖尿病支援事業 

・将来的に糖尿病を引き起こすリスクの高い妊娠糖尿病（以下、GDM）の妊婦が糖尿

病を発症することがないよう、発症予防のための普及啓発、医療受診勧奨、生活

習慣指導などの支援体制を構築することを目的に、平成27年8月に開始した事業。 

・事業内容は、①親子（母子）健康手帳交付時に全妊婦に対して啓発リーフレット

を配布、②妊産婦健診委託医療機関で親子（母子）健康手帳に GDM の押印をする

とともに、妊娠糖尿病手帳の配布および生活習慣指導、受診勧奨、③産後に、こ

んにちは赤ちゃん訪問等で産後の医療受診勧奨を実施している。 

・実態把握を目的に、平成 28 年度から、こんにちは赤ちゃん訪問で親子（母子）健

康手帳に「GDM」の押印がある、もしくは浜松市妊娠糖尿病手帳の所持を確認する

ことで把握した GDM 産婦に関する集計を下記に示す。 

・【表１２】こんにちは赤ちゃん訪問の件数に対する妊娠糖尿病の診断件数の割合は、

平成 28 年度～令和元年度までは 3％前後で推移していたが、令和 2年度以降高く

なっており、令和 3・4年度は 4％台、令和 5・6年度には 5％台まで増加している。 

・令和 4年度には、①妊娠糖尿病手帳の改訂②妊娠期～産後までのリーフレット（7

種）の作成及び③研修会の開催を目的に、「妊娠糖尿病世話人会」を発足。令和 5

年 6 月に第 1 回妊娠糖尿病に関わる医療・行政の専門職を対象とした研修会を開

催し、同年 9 月には改定後の妊娠糖尿病手帳と作成したリーフレットを各産科医

療機関に送付。 

・研修会は年 2回実施しており、令和 7年上半期は 6月 21 日(土)に第 4回研修会を

開催した。 

 

【表１２】妊娠糖尿病の診断件数とこんにちは赤ちゃん訪問に対する割合 

 （単位:人） 

年度 
こんにちは赤ちゃん訪問

（母親の人数）(A) 

妊娠糖尿病診断件数(B) 

  率（B/A） 

R4 4,903  237 4.83% 

R5 4,645  273 5.88% 

R6 4,351  229 5.26% 

※妊娠糖尿病診断件数(B)は、こんにちは赤ちゃん訪問で、親子（母子）健康手帳に「GDM」の押印もし

くは浜松市の妊娠糖尿病手帳所持を確認することで把握した GDM 産婦の件数。 

※令和 7年 12月 11 日時点の把握内容
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【表１３】妊娠糖尿病と診断された年齢(こんにちは赤ちゃん訪問時点) 

（単位:人） 

GDM産婦数

（B）

率
（B/A）

GDM産婦数

（B）

率
（B/A）

年齢別人数

(A)

GDM産婦数

（B）

率
（B/A）

20歳未満 0 0.0% 2 5.6% 24 0 0.0%

20～24歳 5 1.6% 10 3.7% 249 5 2.0%

25～29歳 52 3.8% 57 4.3% 1,238 36 2.9%

30～34歳 73 4.0% 92 5.3% 1,636 72 4.4%

35～39歳 84 7.5% 86 8.2% 917 86 9.4%

40歳以上 23 9.2% 26 10.3% 287 30 10.5%

R5R4 R6
年齢

 

※（A）赤ちゃん訪問の母親の年齢別人数 （B）GDM 産婦の年齢別人数 

※令和 7年 12 月 11 日時点の把握内容 

 

 

【表１４】妊娠糖尿病と診断された妊娠週数 

（単位:人） 

診断週数 

R4 R5 R6 

GDM 産婦 

週数別人数 
率 

GDM 産婦 

週数別人数 
率 

GDM 産婦 

週数別人数 
率 

20 週未満 51 21.5% 66 24.2% 40 17.5% 

20～24 週 6 2.5% 14 5.1% 9 3.9% 

25～29 週 88 37.1% 98 35.9% 93 40.6% 

30～34 週 77 32.5% 74 27.1% 74 32.3% 

35 週以上 2 0.8% 14 5.1% 3 1.3% 

不明 13 5.5% 7 2.6% 10 4.4% 

※令和 7年 12 月 11 日時点の把握内容 
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（10）  はままつ女性の健康相談 

・  平成 23 年 12 月 5 日から、妊娠期からの児童虐待防止を図ることを目的に予期せ

ぬ妊娠相談窓口「妊娠 SOS」をあわせて実施。平成 28 年度から助産師による相談

日を設け、メール相談も開設。さらに、平成 31年 4 月より、助産師による不妊相

談も開始した。 

・  予期せぬ妊娠に関する相談件数は、71 件であった。相談経路は、「医療機関から

紹介された方」「ネット・携帯サイトから相談を把握した方」が多かった。 

 

【表１５】 はままつ女性の健康相談 相談延件数 

（単位：件） 

  

R5 R6 R7上半期
518 577 351

（再掲）女性の健康相談 420 494 292
予期せぬ妊娠に関する相談（妊娠SOS） 98 83 59

R5 R6 R7上半期
175 108 48

（再掲）女性の健康相談 153 90 36
予期せぬ妊娠に関する相談（妊娠SOS） 22 18 12

電
話

メ
ー

ル

相談数

相談数

 

【表１６】 はままつ女性の健康相談 相談の内訳 

令和７年度上半期                     （単位：件） 

電話 メール 計
292 36 328
13 2 15
10 5 15
11 1 12
3 0 3

27 1 28
0 2 2

228 25 253
59 12 71
8 3 11

35 5 40
3 0 3
1 0 1
4 1 5
0 0 0
8 3 11

女性の健康相談
思春期
不妊
妊娠
出産
育児
更年期

パートナーとの関係

DV・性被害

その他

疾病その他
妊娠SOS相談

妊娠の可能性
中絶
妊娠継続
費用

 

・  昨年同時期と比較し、女性の健康相談の相談件数の増加が見られたが、そのうち

半数は頻回に相談がある方からの相談であった。 

・  妊娠 SOS 相談では、「中絶」に関する相談が 5割以上を占めた。 
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２．乳幼児健康診査関係 

 

（1）  乳幼児健康診査受診率 

・ 乳幼児の疾病等の早期発見及び適切な保健指導を図るため、委託医療機関で乳幼児

健康診査を実施し、乳幼児の健全な育成を図る。 

・ 1 か月児健康診査、4か月児健康診査、10 か月児健康診査は医療機関に委託して個

別に実施し、1 歳 6 か月児健康診査は市の直営で集団健診として実施している。3

歳児健康診査は、直営・集団で実施する地域と、委託・個別で実施する地域が並存

している。 

・ 令和 6年 1 月の区再編に伴い、三方原地区は中地域へ計上。 

【表１７】 乳幼児健康診査の受診率（種類・年度の別） 

（単位：％） 

(政令市平均） (政令市平均） (政令市平均）

- - 94.7 ( - ) 97.9 ( - )

99.2 (96.3) 99.5 (97.1) 98.8 ( - )

96.4 (92.6) 98.3 (92.3) 95.9 ( - )

101.2 (97.4) 99.7 (97.4) 98.7 ( - )

96.7 (96.2) 98.0 (96.6) 97.2 ( - )

R7上半期R6

3歳児健診

1か月児健診

10か月児健診
1歳6か月児健診

R5

4か月児健診

 

 

（2）  1 か月児健康診査 

【表１８】 1か月児健康診査の受診者数、受診率、健診結果の内訳 

令和７年度上半期                          （単位：人） 

精神 身体

2,194 2,148 97.9% 1,741 71 80 0 15 94 1 146

里帰り

健診結果

既医療
要支援・
要指導

浜松市　計

要精密
要治療対象者数 受診者数 受診率

異常なし 要観察

 
 

【表１９】 1か月児精密健康診査の交付件数・受診件数 

令和７年度上半期            （単位：件） 

異常なし 要観察 要医療

2 1 1 0 0浜松市 計

交付件数 受診件数
精密健診結果
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（3）  4 か月児健康診査 

【表２０】 4か月児健康診査の受診者数、受診率、健診結果の内訳 

令和７年度上半期                          （単位：人） 

精神 身体

2,073 2,048 98.8% 1,558 168 159 0 24 138 1

既医療要精密
対象者数 受診者数 受診率

浜松市　計

要観察
要治療

異常なし

健診結果
要支援・

要指導

 
 

【表２１】 4か月児精密健康診査の交付件数・受診件数 

令和７年度上半期            （単位：件） 

異常なし 要観察 要医療

200 187 136 44 7

126 119 103 16 0

浜松市 計

受診件数交付件数

【再掲】
股関節脱臼

精密健診結果

 
 

 

(4)   10 か月児健康診査 

【表２２】 10 か月児健康診査の受診者数、受診率、健診結果の内訳 

令和７年度上半期                          （単位：人） 

精神 身体

2,291 2,196 95.9% 1,687 302 75 1 17 102 12浜松市　計

異常なし 要精密
受診者数 受診率

健診結果
要支援・

要指導
既医療要観察

対象者数 要治療

 

 

 【表２３】 10 か月精密検査の交付件数・受診件数 

令和７年度上半期            （単位：件） 

異常なし 要観察 要医療

83 81 24 52 5浜松市 計

交付件数 受診件数
精密健診結果
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(5)   1 歳 6 か月児健康診査 

 【表２４】 1 歳 6か月児健康診査（一般健診）の受診者数、受診率、健診結果 

令和７年度上半期                          （単位：人） 

2,319 2,291 98.8% 1,955 138 67 11 120

中 825 829 100.5% 706 50 26 1 46

東 451 453 100.4% 388 27 17 1 20

西 235 226 96.2% 202 13 1 1 9

南 346 337 97.4% 292 8 11 2 24

浜北 318 302 95.0% 259 24 10 0 9

北 116 116 100.0% 85 16 0 3 12

28 28 100.0% 23 0 2 3 0

1 0 0 0 0 1

2,290 1,955 138 67 11 119

浜松市　計

異常なし 要観察 要精密 要治療 既医療
対象者数 受診者数 受診率

健診結果

中
央
区

浜
名
区

天竜区

個別

集団  

 

【表２５】 1歳 6 か月児健康診査（歯科健診）の受診者数、受診率、健診結果 

令和７年度上半期                 （単位：人） 

2,319 2,294 98.9% 2,280 14 0.02本

中 825 831 100.7% 828 3 0.01本

東 451 453 100.4% 453 0 0.00本

西 235 226 96.2% 225 1 0.07本

南 346 337 97.4% 333 4 0.04本

浜北 318 303 95.3% 297 6 0.04本

北 116 116 100.0% 116 0 0.00本

28 28 100.0% 28 0 0.00本

1 1 0 0.00本

2,293 2,279 14 0.02本集団

中
央
区

浜
名
区

天竜区

対象者数 受診者数 受診率

個別

浜松市　計

歯科健診の結果

むし歯
あり

むし歯
なし

1人平均
むし歯
本数
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【表２６】 1歳 6 か月児精密健康診査の交付件数・受診件数 

令和７年度上半期              （単位：件） 

異常なし 要観察 要医療

浜松市 計 72 60 15 32 13

受診件数
精密健診結果

交付件数

 

 

【表２７】 1歳 6 か月児健康診査の事後者数、事後率、事後内訳（年度別） 

（単位：人） 

率 率 率 率 率

5,202 1,892 36.4% 253 4.9% 1,693 32.5% 0 0.0% 223 4.3%

4,837 1,833 37.9% 218 4.5% 1,669 34.5% 1 0.0% 203 4.2%

2,291 848 37.0% 96 4.2% 761 33.2% 0 0.0% 113 4.9%

養育栄養

R5

R7上半期

R6

精神受診者数 身体
事後者数※

事後内訳

 
※事後者とは、1歳 6か月児健診従事者が支援を要すると判断した児 

【表２８】 1歳 6 か月児健康診査受診者数における精神事後の内訳（年度別） 

（単位：人） 

率 率 率 率

5,202 1,892 1,693 32.5% 1,076 20.7% 29 0.6% 643 12.4%

4,837 1,833 1,669 34.5% 1,092 22.6% 25 0.5% 552 11.4%

2,291 848 761 33.2% 493 21.5% 7 0.3% 261 11.4%

その他事後者数

精神事後内訳

発達障がい疑い 疾病
精神事後

R7上半期

受診者数

R5

R6
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（6） 3 歳児健康診査 

・ 中央区、浜名区の一部（北地域）では、個別健診（一般・歯科）。 

・ 浜名区の一部（浜北地域）・天竜区では、集団健診（一般・歯科）。 

・ 令和 4年度より集団健診（浜北地域・天竜区）で眼科屈折検査を実施。 

・ 令和 5年度より全ての 3歳児に眼科屈折検査を受検する機会を提供するため、個別

健診で眼科屈折検査未受検者を対象に集団屈折検査を開始。 

・ 3 歳児健診時に眼科屈折検査未実施の者に対して、健診から 2か月後にはがきによ

る受検勧奨を実施。令和 6 年度より受検勧奨の 1か月後に集団屈折検査に予約のな

い者に対し再勧奨を実施し、受検率向上を目指す。 

・ 令和 6年 1 月の区再編に伴い、三方原地区の受診者数は中地域へ計上。 

【表２９】 3歳児健康診査(一般健診)の受診者数、受診率、健診結果の内訳 

令和７年度上半期                            （単位：人） 

浜松市　計 2,514 2,444 97.2% 1,654 254 282 14 159 81

中 908 871 95.9% 591 84 95 5 53 43

東 483 428 88.6% 282 58 44 4 33 7

西 339 329 97.1% 241 27 43 0 13 5

南 288 314 109.0% 190 41 34 1 32 16

浜北 338 350 103.6% 250 26 58 0 15 1

北 121 117 96.7% 76 15 6 2 9 9

37 35 94.6% 24 3 2 2 4 0

2,139 2,059 96.3% 1,380 225 222 12 140 80

375 385 102.7% 274 29 60 2 19 1

中
央
区

浜
名
区

天竜区

個別

集団

対象者数 受診者数 受診率

健診結果

異常なし 要観察 要精密 要治療 既医療
要支援・

要指導

 

 

【表３０】 3歳児健康診査(眼科屈折検査)の実施者数、検査結果の内訳 

令和７年度上半期                           （単位：人） 

個別 2,139 2,059 1,781 278 1,618 150 2 11

集団 375 385 383 2 350 33 0 0

計 2,514 2,444 2,164 280 1,968 183 2 11

対象者数 受診者数

屈折検査 屈折検査結果

実施 未実施 異常なし 異常あり 判定不能 実施不可
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【表３１】 3歳児健康診査(眼科屈折検査)の個別健診未実施者の受検状況 

令和７年度上半期                            （単位：人） 

率 率 率 率 率 率

161 57.5% 23 8.2% 66 23.6% 13 4.6% 11 3.9% 6 2.2%280

その他

集団屈折検査対象外
屈折検査
未実施者

受検 受検予定 要精密 既医療未受検

集団屈折検査

 

※令和 7年 11 月末時点 

 

【表３２】 3歳児健康診査(眼科屈折検査)の集団屈折検査実施状況 

令和７年度上半期                  （単位：人） 

浜松市計 4回 143 132 11 0 0

受検者数

検査結果

判定不能
開催回数

異常あり異常なし 実施不可

 

 

【表３３】 3 歳児精密健康診査の交付件数・受診件数 

令和７年度上半期                   （単位：件） 

 

異常なし 要観察 要医療

374 328 111 135 82

213 180 31 85 64

浜松市 計

【再掲】眼科

交付件数 受診件数
精密健診結果

 
・眼科精密健診の結果から、要観察および要医療となった者(149 人)のうち、59人に弱視

の診断または眼鏡の処方がされていることが確認できた。これは 3歳児健康診査受診者の

2.41％(約 50 人に 1人)にあたる。 
 
 
【表３４】 3歳児健康診査(歯科健診)の受診者数、受診率、健診結果の内訳 

令和７年度上半期                               （単位：人） 

むし歯なし むし歯あり 1人平均むし歯本数 不正咬合

浜松市　計 2,514 2,090 83.1% 1,937 153 0.23本 461

中 908 701 77.2% 649 52 0.23本 155

東 483 389 80.5% 360 29 0.23本 105

西 339 255 75.2% 242 13 0.21本 65

南 288 270 93.8% 241 29 0.34本 56

浜北 338 352 104.1% 331 21 0.18本 46

北 121 88 72.7% 82 6 0.17本 24

37 35 94.6% 32 3 0.31本 10

2,139 1,703 79.6% 1,574 129 0.24本 402

375 387 103.2% 363 24 0.19本 56集団

中
央
区

浜

名

区

天竜区

個別

歯科健診の結果
対象者数 受診者数 受診率
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（7） 3 歳児健康診査における診察所見の内訳（主に発達に関する内容を抜粋） 

【表３５】 3歳児健康診査における有所見者の診察所見 

（単位：人）         

率 率
269 5.2% 126 5.2%
101 1.9% 52 2.1%
12 0.2% 13 0.5%
49 0.9% 25 1.0%
69 1.3% 42 1.7%

175 3.4% 78 3.2%
5 0.1% 1 0.0%

206 4.0% 112 4.6%
158 3.0% 77 3.2%
39 0.7% 11 0.5%
44 0.8% 15 0.6%
55 1.1% 18 0.7%
51 1.0% 20 0.8%
8 0.2% 5 0.2%

39 0.7% 15 0.6%
29 0.6% 11 0.5%

生
活

睡眠の異常
食習慣の問題
生活習慣の問題
その他

子
育
て

養育者の健康問題
養育不安
その他

情

緒
行

動

発

達

視線のあいにくさ
対人関係
チック
多動
その他

R6 R7上半期

言
語
発
達

言語の遅れ
発音
吃音
その他

 

 

（8） 乳幼児健康診査における保護者の状況 

【表３６】 健やか親子 21 指標の全国共通問診項目（一部抜粋）（複数回答） 

  令和７年度上半期                   （単位：件） 

4か月児 1歳6か月児 3歳児

1 26 62
7 59 73
5 9 7
1 2 1

31 316 698
6 4
4 2

長時間食事を与えない
感情的な言葉で怒鳴る
口をふさぐ
激しく揺さぶる

しつけのしすぎ
感情的に叩く
乳幼児だけを残して外出

 

（単位：人） 

（参考）受診者数 2,048 2,291 2,444 

 

【表３７】 表３６の項目に１つでも該当すると答えた親の割合 

                         （単位：％）  

R5 R6 R7上半期 ※全国
3.1 2.1 2.1 6.4

15.8 15.6 15.8 17.3

32.2 30.9 31.7 32.7

4か月児
1歳6か月児

3歳児  

                     ※令和 3年度全国調査結果 
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３．訪問指導 

 

（1）  こんにちは赤ちゃん訪問 

・ こんにちは赤ちゃん訪問は 100%の実施を目指している。 

・ 訪問未実施の理由 

① 未熟児や疾病等にて長期入院のため、生後 4か月を経過してしまう。 

 （退院後、乳幼児訪問として地区担当保健師が訪問を実施している。） 

② 訪問拒否（第 2子なので、育児経験がある、感染症の不安や心配 等） 

 

 【表３８】 出生数及びこんにちは赤ちゃん訪問実人数     （単位：人） 

実施率 実施率 実施率

4,730 ‐ 4,425 ‐ 2,232 ‐

4,685 99.0% 4,390 99.2% 2,125 95.2%

助産師 3,396 ‐ 3,150 ‐ 1,541 ‐

保健師 1,289 ‐ 1,240 ‐ 584 ‐

1,060 ‐ 1,123 ‐ 531 ‐

継続支援者割合

出生数

R7上半期R6R5

訪問数（こんにちは赤ちゃん）

継続支援者数

22.6% 25.6% 25.0%
 

※出生数は年度内に出生した者、訪問数は年度内に訪問した者を報告。 

 

（2）  妊産婦乳幼児訪問 

・令和 4 年 6 月から「妊婦訪問支援事業」を開始。継続支援が必要なハイリスク妊婦

に対して、地区担当保健師が家庭訪問で育児用品等の配布を行いながら継続支援を

実施。 

・妊産婦の訪問件数に「妊婦訪問支援事業」（実人数 49 人、延人数 60 人）の件数が含

まれる。 

 【表３９】 妊産婦乳幼児訪問延人数            （単位：人） 

妊産婦
母性・父性
乳幼児
思春期
心身障害児

7,565
2,720
7,632

3,602

R6 R7上半期

155
18

6,504

1,648

95
13

1,260
3,488

14,338

3,642

227
7

2,897

訪問数（妊産婦乳幼児） 14,127

R5
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（3）  こんにちはマタニティ訪問事業 

・妊娠８か月頃の妊婦を対象に、家庭訪問などで面談の機会を設け、心身の状況や

出産準備などの助言や子育て支援に関する情報提供を行うことにより、安心して

妊娠、出産、育児ができることを目的として実施。 

・妊娠６か月から７か月に案内通知を発送し、妊娠８か月頃から出産前までの間に 

助産師や保健師が家庭訪問などを実施。 

・令和５年５月（令和５年８月に出産を迎える妊婦を対象）から事業を開始した。 

 （訪問未実施の理由） 

① 切迫早産などで入院中や既に里帰りをしている。 

② 訪問拒否（心配していることはない、家に訪問されることが苦手など） 

 ※訪問できない場合は、電話でできるだけ聞き取りや相談を実施。 

 

【表４０】 こんにちはマタニティ訪問 発送数及び実人数 

（単位：人）    

実施率 実施率 実施率

4,314 ‐ 4,412 ‐ 2,334 ‐

3,563 82.6% 4,204 95.3% 2,195 94.0%
3,146 72.9% 3,897 88.3% 2,036 87.2%

助産師 2,546 ‐ 3,122 ‐ 1,681 ‐

保健師 600 ‐ 775 ‐ 355 ‐

417 9.7% 307 7.0% 159 6.8%
助産師 336 ‐ 211 ‐ 115 ‐

保健師 81 ‐ 96 ‐ 44 ‐

521 ‐ 956 ‐ 449 ‐

継続支援者割合 22.7% 20.5%

対象者数

訪問件数（こんにちはマタニティ）

継続支援者数
14.6%

電話件数（こんにちはマタニティ）

R5 R6 R7上半期

実施者数

 

 

・訪問の結果、継続支援が必要と判断された方は 449 人（20.5%）おり、そのうち

104 人は「こんにちはマタニティ訪問」を契機に支援を開始している。 

・新規で支援が必要と判断された理由（重複回答あり）は、①うつの二質問に該当

（27.8%）、②妊婦自身に疾患があり適切な管理をされていない（23.0%）、③妊婦

自身がメンタルヘルスケアを受けたことがある（22.2%）であった。 
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４．（新）妊婦支援給付事業 

・  令和 6 年度まで予算事業の「出産・子育て応援交付金」として実施していたが、

令和 7 年度より子ども・子育て支援法に基づく法定事業として位置づけ、「妊婦の

ための支援給付」が創設された。 

・  妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、児童福祉法の妊娠等包括相談支

援事業等を効果的に組み合わせることにより、妊娠等の身体的、精神的ケア及び

経済的支援を実施する。 

・  妊婦であることを認定された者に 5万円（1回目の支給）、届出された妊娠してい

るこども 1人当たり 5万円（2回目の支給）を対象者に給付する。 

 

 【表４１】 妊婦支援給付等交付件数               （単位:件） 

  R5 R6 

R7 上半期 

対象者数 

(A) 

交付件数 

(B) 

割合 

B/A 

妊婦支援給付(1回目) － － 2,553 2,137 83.7% 

妊婦支援給付(2回目) － － 2,232 1,544 69.2% 

出産応援交付金 98.9% 102.9% 22 15 68.2% 

子育て応援交付金 96.8% 102.5% 612 537 87.7% 

 
※R7 上半期の対象者は以下の通りとなる。 

・妊婦支援給付(1 回目)：令和 7 年 4 月 1 日以降に妊娠した妊婦及び令和 6 年度に妊娠した

者で、出産応援交付金の支給を受けずに令和 7年度に出産した者 

・妊婦支援給付(2 回目)：令和 7年 4月 1日以降に出生した児 

・出産応援交付金：出産応援交付金の未申請件数 

・子育て応援交付金：子育て応援交付金の未申請件数 

※流産・死産・中絶した者に対する交付件数は以下のとおり 

・妊婦支援給付(1 回目)：168 件 

・妊婦支援給付(2 回目)：190 件 
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５．予防接種関係 

 子どもを対象とする予防接種を実施することにより、感染症の発生及びまん延を防

止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与する。 

 

（1） 定期予防接種及び任意予防接種 

 【表４２】 定期予防接種 接種率               （単位：％）  

R5 R6 R7上半期
ロタウイルス 91.8 92.0 48.5
ヒブ 93.2 5.1 0.9
小児用肺炎球菌 93.3 93.3 49.1
Ｂ型肝炎 93.9 93.4 49.2
５種混合 － 65.6 45.9
４種混合 97.3 30.7 4.4
ジフテリア・破傷風混合第2期 73.4 64.4 36.2
ＢＣＧ 91.4 95.8 49.4
麻しん・風しん混合第1期 94.2 89.4 48.6
麻しん・風しん混合第2期 94.3 87.2 41.5
水痘 92.7 91.1 45.1
日本脳炎第1期 107.9 112.0 58.7
日本脳炎第2期 92.0 84.5 47.2
ＨＰⅤ（子宮頸がん予防） 14.5 16.3 7.1  
※接種率の対象者数は、各年度の標準接種年齢を基準とする。 

※5 種混合は、令和 6 年 4 月 1 日から定期接種を実施。既にヒブ及び 4 種混合ワクチンを接種している

者は、原則同一ワクチンにて接種を完了。 

※日本脳炎は、特例対象者の接種を含まない。 

※HPV 接種率は、13 歳の 1回目接種者数／13 歳女子人口 により算出。 

（2） 子宮頸がん予防の取り組み 

① 思春期教室（希望のあった中学の 2年生対象に実施。） 

  ・テキストに、子宮頸がんの原因、がん検診の必要性、予防の大切さを記載。 

（テキストは浜松市内の全ての中学 2年生約 7,400 人に配布）。 

 ② 未来の自分を考える講座 

  ・講義やリーフレットで、がん検診の必要性を説明し、20 歳からの受診を勧奨。 

③ 子宮頸がん検診 

・20 歳の女性の方に対して、子宮頸がん検診無料クーポン券を 3,411 人に送付。 

  （子宮頸がん検診受診の必要性について記載したがん検診手帳を同封。） 

 ・「LINE を活用した女性特有のがん検診受診率向上対策事業」により、若年層の

多くが利用している LINE を活用した受診勧奨等を実施。 

・検診未受診者に、年度途中で受診勧奨通知を送付、希望者への休日検診を実施。 

【表４３】 子宮頸がん検診 受診率（２０～３９歳）       （単位：％） 

  R5 R6 R7 上半期 

受診率 13.1 13.7 6.5 

※受診者数／年間対象者数にて算出 
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６．医療費助成関係 

 

（1） 未熟児養育医療費 

・ 出生時体重が 2,000ｇ以下または生活力が特に薄弱な子どもの入院医療費を助成。 

 【表４４】 未熟児養育医療 承認延件数 

(単位:件)          

R5 R6 R7上半期

141 129 55承認数
 

 

（2） 自立支援医療費（育成医療） 

・ 身体に障がいのある児童に対し、生活能力を得るために必要な医療を給付するため、

医療費の一部を助成。子ども医療費助成制度において自己負担金の払い戻しが受け

られる（令和元年 10 月より高校生世代まで対象が拡大）。 

・ 令和 7年度上半期の承認数のうち、78％は「音声・言語・そしゃく機能」の障害で

ある。 

【表４５】 自立支援医療（育成医療） 承認延件数 

(単位:件)          

R5 R6 R7上半期

68 59 18承認数
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（3） 小児慢性特定疾病医療費 

・ 慢性疾患により長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、厚

生労働大臣が定めた疾患に罹った場合、医療費の一部を助成。子ども医療費助成制

度において自己負担金の払い戻しが受けられる（令和元年 10 月より高校生世代ま

で対象が拡大）。 

・ 令和 4年 4月 1 日から、成人年齢が 20歳から 18歳に引き下げられたことに伴い、

18 歳以上を「成年患者」とした。成年患者は本人名義での申請手続きが必要にな

った。 

・ 令和 5 年 10 月から児童福祉法の改正に伴い、医療費助成の支給開始日がこれまで

の申請日から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等※へ遡ること

が可能になった。 

※前倒し期間は原則として申請日から 1か月。ただし、診断日から１月以内に申請

を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長３か月まで延長

可能。 
・ 令和 6年 4 月 1日より、成長ホルモン治療を行うための基準が廃止された。それに

伴い、申請時に提出いただいていた成長ホルモン治療用意見書の提出は不要となっ

た。 

 

 

【表４６】 小児慢性特定疾病医療 承認延件数 

(単位:件)          

R5 R6 R7上半期

116 120 70

652 667 690

新規承認数

継続承認数  
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（4） 不妊治療費（先進医療費）助成事業 

・ 体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施され

た「先進医療」にかかる費用の一部を補助。令和 6年度から静岡県内で統一事業と

して助成を開始。 

・ 生殖補助医療のうち先進医療として官報告示されている医療が対象。 

・ 1 回の治療期間に対し 5万円を上限に、自己負担額の 10 分の 7以内の額を助成。 

 

【表４７】 不妊治療費（先進医療費）助成事業 助成延件数  (単位:件) 

  R5 R6 R7 上半期 

補助金助成件数 - 475 222 

 

 【表４８】 令和７年度上半期 不妊治療費（先進医療費）助成対象者に対する 

妊娠届出者数 

(単位:人) 

年齢
助成実人数

Ａ

妊娠届出者数

Ｂ

助成人数あたり

妊娠届出率

Ｂ/Ａ

合計 181 92 50.83%

～24歳 2 2 100.00%

25～29歳 31 21 67.74%

30～34歳 69 40 57.97%

35～39歳 46 25 54.35%

40～42歳 33 4 12.12%  

 

年齢別助成人数及び妊娠届出率 
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（5） 不育症治療支援事業 

・ 不育症治療（助成対象の検査・治療のみ。医療保険適用外のみ）に要した費用の一

部を補助。平成 29 年度から、助成を開始。 

・ 1 夫婦に対し 24 万 5千円を上限に、自己負担額の 10の 7 以内の額を助成。 

・ 令和4年4月より先進医療として実施されるものを対象に検査費用の一部を助成す

ることを開始。 

・ 令和4年12月に「流死産検体を用いた遺伝子検査（次世代シーケンサーを用いた流死

産絨毛・胎児組織染色体検査）」が先進医療として位置づけられた。 

・ 令和7年6月に「抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査」が先進医療と 

して位置づけられた。 

 【表４９】 不育症治療支援事業 助成延件数      (単位:件) 

  R5 R6 R7 上半期 

補助金助成件数 20 25 6 
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Ⅱ 令和７年度上半期 浜松市児童福祉事業 事業実績報告 

 

１．子育て支援ひろば事業 

・妊婦や概ね３歳未満の乳幼児とその保護者が気軽に立ち寄ることのできる場を提 
供し、育児相談・発達に応じた遊びの紹介等を行い、安心して子育てができる環

境を整備することで、地域の子育て支援の充実を図る。 
・委託事業として概ね週５～６日、市内の保育所等で開催し、地域の実情に応じて

加算事業※１を実施している。 

・令和７年度上半期の参加人数は、０歳児・１歳児がこども全体の約 74％を占めて

いる。令和６年度から一部のひろばで講習会を休日実施していることや、父親の

育休取得者が増えていることなどから、父親のひろば利用が、令和５年度 4,784

人から令和６年度 5,276 人へ増加しており、令和７年度も増加傾向がみられる。 

・身近な地域に設置した子育て支援ひろばにおいて、地域の子育て支援機能の充実

を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目

的として、令和６年１０月から一時預かり事業を開始した。 
 

【表５０】 子育て支援ひろばの実施状況  

  R5 R6 R7 上半期 

会場数 25 か所 25 か所 25 か所 

参 

加 

人 

数 

（延） 

0 歳児 29,470 人 32,097 人 17,656 人 

1 歳児 34,801 人 34,798 人 16,296 人 

2 歳児 16,457 人 16,578 人 9,061 人 

3 歳児 4,070 人 3,506 人 1,335 人 

3 歳児以上 2,832 人 1,927 人 1,292 人 

小学生 962 人 558 人 424 人 

妊婦※２ 4,473 人 4,773 人 2,694 人 

保護者 77,209 人 80,184 人 40,982 人 

計 170,274 人 174,421 人 89,740 人 

1 回の平均参加組数 12.4 組 13.0 組 13.0 組 

 

【表５１】 一時預かり事業利用状況     

 

 

 

 

 

 

  R6（下半期のみ実施） R7 上半期 

会場数 4 か所 4 か所 

実施回数 258 回 271 回 

利用者数(実) 116 人 125 人 

利用者数(延) 406 人 526 人 
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※１ 【 加算事業 】（プラスサポート） 

 地域の実情や利用者のニーズに応じて、よりきめ細やかな支援として実施する。 

・出張ひろば…子育て支援ひろばを常設できない地域に、親子が集う場を週１回開設する。    

・妊 婦 支 援…助産師による相談や先輩ママとの交流を通し、出産や育児の不安を和らげる。 

      「妊婦さんと家族のための講座」と名称を変え妊婦だけでなくその家族の参加 

を促すようにする。（令和６年度から変更） 

・発 達 支 援…こどもの発達について専門知識を有する者が相談に応じる。 

・多世代支援…祖父母を対象にした孫や子育て中の親とのかかわり方の講座や相談、就学前

の幼児のいる保護者や多胎児の保護者を対象にした講座や相談に応じる。 

 ・外国人支援…通訳を介しての相談や地域の親子との交流を促す。 

 ・長期休暇支援…園や学校の長期休暇時に小学生までの親子がひろば利用できる。 

 ・講習会の休日実施…両親が共に参加しやすくなるように、休日に育児参加促進に関する講

習会を実施する。（令和６年度から実施） 

※２ 妊婦（初妊婦及び経産婦） 

 

２．子育て世帯訪問支援事業 

・令和６年４月に施行された改正児童福祉法により、子育て世帯に対して家事や育児

に係る援助等の支援を行う子育て世帯訪問支援事業が新設され、はますくヘルパー

利用事業、養育支援ヘルパー利用事業を子育て世帯訪問支援事業に位置付けた。 

 

（１）はますくヘルパー利用事業 

・妊娠中又は出産後３年未満の時期にあって、日中身近に支援者がなく、家事・

育児等に対して不安や負担を抱える家庭に、はますくヘルパーが訪問し、家事

又は育児の負担軽減をする。 
・令和６年度からは、事業対象者を「妊娠中から１歳未満の乳児を養育している

保護者」から「妊娠中から３歳未満の乳幼児を養育している保護者」へ、合計

利用時間を 50 時間から 75 時間（多胎児・未熟児養育医療対象児、障がい児等

は 150 時間）へ、公費負担額を１時間あたり 1,050 円から 1,500 円へ拡充した。 

・令和７年度からは、中山間地域の利用時間を７５時間から１５０時間（多胎児・

未熟児医療対象児・障がい児は３００時間）へ拡充した。 

 

【表５２】 新規登録者数、申請時期               (単位：人) 

 

 

 

 R5 R6 R7 上半期 

 

 

 

新規登録者数 336 476 248 

多胎、未熟児養育医療対象

児を養育している場合 
19 16 11 

申請時期 
妊娠中 227 208 134 

出産後 109 268 114 
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【表５３】 利用者数（実人数）                     (単位：人) 

 

（２）養育支援ヘルパー利用事業 

・家事・育児等に対して不安や負担を抱えている子育て世帯、妊産婦、ヤングケ

アラー等がいる家庭の居宅を養育支援ヘルパーが訪問し、家庭が抱える不安や

悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や

養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ。 
 

【表５４】 養育支援ヘルパーによる訪問件数          (単位: 件) 

 

【表５５】 養育支援ヘルパーによる支援対象区分※       (単位：件) 

※支援対象区分 

特定妊婦…出産後の養育について出生前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 

要支援児童…乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援すること

が特に必要と認められる児童 

要保護児童…保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童 

復帰後家庭…児童養護施設等の退所又は里親委託終了により、児童が復帰した後の家庭 

ヤングケアラー家庭…身体的・精神的負担があるヤングケアラーのいる家庭で支援が必要と認

められる家庭 

 

 

 

 

 

 

 

 R5 R6 R7 上半期 

利用者数 171 303 239 

  R5 R6 R7 上半期 

訪問件数(実) 19 29 23 

訪問回数(延) 334 回 515 回 229 回 

  R5 R6 R7 上半期 

特定妊婦 5 3 0 

要支援児童 5  6 5 

要保護児童 7  16 13 

復帰後家庭 0 0 0 

ハイリスク妊婦 1 1 0 

要対協以外の支援が必要な児童 0 0 2 

ヤングケアラー家庭 1 3 3 

計 19  29 23 

-28-



 

３．養育支援訪問事業 

・令和６年４月に施行された改正児童福祉法により、養育支援訪問事業は、保護者

の育児不安・育児負担感の軽減、不適切養育の予防等を目的とし、保健師・助産

師・保育士等による専門的な相談支援に特化された。 

 
【表５６】 養育支援訪問員による訪問件数          (単位：件) 

  R5 R6 R7 上半期 

訪問件数(実) 74 61 43 

訪問回数(延) 753 回 708 回 296 回 

 

【表５７】 養育支援訪問員による支援対象区分         (単位：件) 

  R5 R6 R7 上半期 

特定妊婦 21 17 9 

要支援児童 41 25 9 

要保護児童 6 7 9 

復帰後家庭 0 0 0 

ハイリスク妊婦 3 7 0 

要対協以外の支援が必要な児童 3 5 16 

ヤングケアラー家庭 0 0 0 

計 74 61 43 

  

４．発達支援広場事業（たんぽぽ広場）           

・１歳６か月児健康診査等で言葉の遅れや対人面の問題があり、発達障がいが疑わ

れる幼児に早期療育的アプローチを行うとともに、保護者に対し幼児にとって適

切な働きかけができるよう支援する。 

・委託事業として概ね週１回、センター型８会場、施設型３会場で実施している。 

センター型は、親子が通所しやすい保健センター等の会場にて母子愛着の形成、

集団生活への適応などを促すプログラムを実施する。 

・施設型は、発達の課題に応じた対応に考慮しながら、参加児やその保護者が就園 

  に向けた生活の準備ができるよう、生活習慣の習得や集団生活への適応などを促

すプログラムを実施する。 
 ・参加者アンケートでは 90％以上が「発達支援広場に参加してよかった」、「スタッ

フからこどもの発達や関わり方を学ぶことができた」と回答している。 

 

【表５８】 センター型の参加状況                  （単位：人） 

 

 

 

 

  R5 R6 R7 上半期 

参加児数(実) 337 335 203 

参加児数(延) 3,462 3,421 1,581 
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【表５９】 施設型の参加状況                    （単位：人） 

 

５．発達障害者支援センター運営事業（発達相談支援センター「ルピロ」） 

・電話相談、来所相談などにより、発達障がい児（者）及びその疑いがある児（者）

とその家族等に対し、適切な情報提供や関係機関の紹介を実施するとともに、関

係機関との連携を随時行い、対象者への支援を図っている。 

・また、発達障害に関する講演会、研修会等で啓発を図るとともに、関係機関に対

し技術支援を行う等、総合的な支援を行っている。 

・相談者の年齢層の割合には大きな変化はみられない。 

・令和 7 年度から発達障害者地域支援マネジャーを配置し、関係機関との連携強化

を図っている。 

 

 【表６０】 相談件数（延件数）                 (単位：件) 

  R5 R6 R7 上半期 

相談件数(延) 5,704 4,984 1,965 

※相談件数として発達障害児（者）とその家族、関係機関等からの電話・来所・訪問・

文書等での相談を計上している。令和６年度までは発達検査での来所、紹介状の送

付について計上していたが、令和７年度からは、発達検査での来所については計上

せず、紹介状の送付については別項目（関係機関等の連携）に計上したことから相

談件数が減少した。 

 

【表６１】 相談者の年齢構成（実人数）           (単位：人・％) 

  
R5 R6 R7 上半期 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 

0-6歳（乳幼児期) 359 26.2 362 28.8 231 28.7% 

（ 0- 3 歳（乳幼児前期）） （83） （6.1） （86） （6.9） （52） （6.5） 

（ 4- 6 歳（乳幼児後期）） （276） （20.1） （276） （22.0） （179） （22.2） 

7-12 歳（小学生） 402 29.3 366 29.2 265 32.9 

13-15 歳（中学生） 103 7.5 86 6.9 62 7.7 

16-18歳（高校生等） 71 5.2 45 3.6 32 4.0 

19 歳以上 368 26.8 317 25.3 176 21.9 

不明 68 5.0 79 6.3 39 4.8 

計 1,371 100 1255 100 805 100.0 

  R5 R6 R7 上半期 

参加児数(実) 185 224 147 

参加児数(延) 3,181 3,044 1,091 
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６．はますくノート 

・妊娠中から出産後のこどもの成長を記録し、保護者と保健・医療・福祉・教育な

どの関係機関が情報を共有するための「はますくノート」を親子健康手帳（母子

健康手帳）交付時、乳幼児がいる家庭が転入する時に配付している。 

・子育て情報サイト「ぴっぴ」内にこどもの発育・発達のページを作成し、はます

くノートに掲載されている二次元コードや「ぴっぴ」公式 LINE のセグメント配信

で情報提供している。 

・子育て支援ひろば、1 歳 6 か月児健康診査、発達支援広場等の場では、はますく

ノートを用いて成長や発達、保護者の思いを共有すると共に、相談にも活用して

いる。 
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その他の内容 

・知人、友人 ・子育て支援センター ・SNS 

Ⅲ 浜松市産後ケア事業の利用実態調査結果について 

 

１ 目的 

 産後ケア事業における利用実態を把握することにより、今後の事業展開の一助とするため 

２ 調査方法 

 公式 LINE「浜松市こども家庭センター」のセグメント配信 

３ 調査期間 

 令和 7年 8月 16 日～令和 7年 10 月 31 日 

４ 対象者 

 公式 LINE「浜松市こども家庭センター」に登録している者のうち、令和 7 年 8 月 16 日時点で子ども

の年齢が 2歳未満、かつセグメント配信を可としている者 計 4,092 人 

５ 回答数 

 596 件（回答率 14.5％） 

６ 結果 

（１）回答者について（n=596） 

・産後ケア事業の申請の有無については、申請したことがある者は 379 人（64％）であり、申請した

ことがない者は、215 人（36％）、未回答者は 2人であった。 

（２）申請者について（n=379） 

・産後ケア事業を知ったきっかけは、保健師や助産師の家庭訪問が 234 人（61.7％）と最も多く、次

いで親子（母子）健康手帳受け取り時が 165 人（43.5％）であった。（図 1） 

・申請した時期は、妊娠中が 216 人（57.0％）であり、出産後は 163 人（43.0％）であった。（図 2） 

・申請方法は、こども家庭センターLINE からが 227 人（60％）と最も多く、次いで子育て情報サイト

ぴっぴの Web フォームからの申請が 68 人（18％）であり、オンラインでの申請が全体の 78％であ

った。（図 3） 

・申請した者の中で、実際に産後ケアを利用した者は、294人（77.6％）であった。 

 

図 1 産後ケア事業を知ったきっかけ（n=685）   図 2 申請した時期（n=379） 

※複数回答 

 

 

 

 

                        図 3 申請方法（n=379） 
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その他の内容 

【宿泊】自宅の生活環境を

整える/上の子のケア/

家族の負担軽減/家族へ

の育児指導 

【デイ 1日】授乳が軌道に

乗っていない 

【デイ短時間】卒乳（断乳）

のケアや相談/乳腺炎の

ケアや母乳マッサージ 

【訪問】混合授乳の指導 

 

（３）利用者について（n=294） 

・利用したサービスは、デイサービス型（短時間）が 156 人と最も多く、次いで宿泊型が 131 人だっ

た。(複数回答) 

・希望するケアの内容については、どのサービスにおいても授乳ケアが最も多かった。次いで、宿泊

型やデイサービス 1 日型については休息を希望する者が多く、訪問型においては育児不安や精神

的不調の解消を希望する者が多かった。（図 4） 

・どのサービスも利用者の 8割以上が希望したケアを受けることができたと回答した。 

 図 4 希望するケアの内容（n=704）※複数回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）利用者の満足度について（n=294） 

・利用者の 86％が「とても満足」「満足」、12％は「やや満足」、2％は「不満足」と回答した。 

 ・利用して良かった点は、助産師の指導と回答した者が 232 人（78.9％）と最も多かった。（図 5） 

・利用者の約 6 割が育児への不安が「減った」と回答した。軽減できた不安の内容としては、「授

乳」と回答した者が 235 人（79.9％）と最も多かった。（図 6） 

図 5 利用して良かった点（n=554）※複数回答 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 どのような不安が減ったか（n=548）※複数回答 

 

 

 

 

 

 

その他の内容 

・体を十分休めてから自宅へ戻

ることができた 

・不安解消 

・おっぱいマッサージしてくれ

ている時にお話もできた 

・乳腺炎が治った 

・出産した医院で受けることが

できた 等 

その他の内容 

・自分の体調面 

・心の相談 

・乳腺炎になる恐怖 

・断乳 

・赤ちゃんの生活リズムや寝か

しつけ 等 
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その他の内容 

・上の子がいる 

・家族に反対された 

・タイミングがつかめなかった 

・体調が回復しなかった 

・自分で何とかできると思った 

・利用することは良くない事だ

と思った 

・何をしてもらえるのか分から

なかった 等 

その他の内容 

・出産前の周知徹底や LINE での情

報提供 

・利用時の生活がイメージできる

ような例や利用者の声の提示 

・ネットでの空き情報の確認や予

約 

・手ぶらで利用できる 

・きょうだいも一緒に宿泊できる 

・児を預けられる 

・休息が取れる施設を増やす 等 

 

（５）非利用者について（n=85） 

 ・利用していない理由として、必要性を感じなかったと回答した者が 25人（29.4％）と最も多く、

次いで利用料金が高いと回答した者が 17 人（20.0％）、利用方法が分からなかったと回答した者

が 14人（16.5％）であった。（図 7） 

図 7 利用していない理由（n=107）※複数回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）非申請者について（n=215） 

・申請したことがない者で、申請をしなかった理由としては、利用料金が高い、手続きが面倒を回

答した者が各々77 人（24.1％）と最も多く、次いで必要性を感じなかったと回答した者が 69人

（21.6％）であった。（図 8） 

図 8 申請しなかった理由（n=320）※複数回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）今後の産後ケアに対する意見について（n=596） 

 ・利用しやすくなるため、利用料金をもっと安くしてほしい、利用回数や利用期間を変えてほしい

と回答した者が多く見られた。また、利用につながる周知の必要性（利用時の生活がイメージで

きるような媒体/利用者の声や実体験 等）が挙げられた。（図 9） 

図 9 利用しやすくなるための方法（n=954）※複数回答 

 

 

 

 

 

 

 

その他の内容 

・上の子の預け先がない 

・家族に反対された 

・利用するための準備が面倒 等 
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７ まとめ 

 ・申請者は、半数以上が妊娠中に申請をしており、また本事業を知ったきっかけは、保健師や助産師

の訪問が最も多かった。このことは、妊婦に対して親子（母子）健康手帳交付時だけでなく、令和

5 年 5 月から開始した妊婦への全戸訪問「こんにちはマタニティ訪問」において周知できることが

寄与していると考えられる。 

・申請に至らなかった者の中には、「手続きが面倒」「必要性を感じなかった」「家族に反対された」な

どの理由があることから、周知の際には産後の見通しや生活についてイメージができるよう、今ま

で以上に丁寧な情報提供をするとともに、妊婦だけでなく家族にも必要性を説明することで、産後

必要時にスムーズな利用へつなげていくことが重要である。 

 ・利用者のケアに対する満足度は高かった。利用者のサービス毎のニーズに関しては、今回のアンケ

ート結果から、どのサービスにおいても授乳ケアが最も多く、次いで、宿泊型やデイサービス１日

型においては休息、訪問型においては育児不安や精神的不調の解消を希望する者が多く、サービス

毎に希望するケアの内容も異なることから、今後もサービス毎の特色を生かしたサービス提供がで

きると良い。 

８ 今後の取り組み 

 ・親子（母子）健康手帳交付時やこんにちはマタニティ訪問時、妊婦健康診査時など、関係機関とも

連携し、全妊婦および家族に対して妊娠期での周知をより一層推進する。 

 ・利用時のケア内容をイメージ化できるよう、ホームページの掲載方法を検討する。 

 ・本アンケート結果を、産後ケア事業実施施設連絡会や母子包括支援ネットワーク会議などで情報共

有し、より一層市民にとって効果的な事業となるよう努めていく。 
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Ⅳ 産科・精神科・行政等の連携 

 

１ 目的 

産科医療機関・精神科医療機関・行政等の連携を強化し、メンタルヘルス不調の妊産婦

等に対し、他機関・多職種による切れ目のない支援を行う。  

 

２ 背景 

・「産後うつ」の予防や新生児への虐待予防等を図るため実施している産婦健康診査で

は、健診の結果、支援が必要と認められる産婦について、適切な支援につながるよう関

係機関との連携を図ることが求められている。必要に応じて、精神科医療機関へつなぐ

場合もあるが、本人の受診意欲が低い、タイムリーに受診予約がとれない等、課題が生

じている。 

・国の自殺総合対策大綱の中で「妊産婦支援施策等との連携」に関することが明記され、

妊産婦のメンタルヘルスの課題に包括的に対応するため、各機関が連携し、支援にあた

ることが示されている。 

・浜松市においても産科・精神科・行政等の連携体制の構築に向けて、各機関の実態調査

を行い、課題の共有を行った。 

 

３ 共通する課題 

 ・連携のための顔が見える関係づくり 

 ・周産期メンタルヘルスに関する各機関・職種の役割についての相互理解 

 ・妊産婦のメンタルヘルスを評価するために必要な情報収集や精神的な状態に関するアセ

スメント 

 ・周産期メンタルヘルスに適切に関わる（予防と介入）人材の育成 

 ・妊産婦に関わるスタッフのメンタルヘルスケア 

 

４ 令和６年度の取り組み 

＜研修等の開催＞ 

・令和６年５月 こども家庭センター開設にあたり、ホームページ、公式 LINE、市内産婦

人科医療機関及び乳幼児健康診査受託医療機関において妊産婦やこども

の事に関する「ワンストップで重層的相談支援ができる窓口」であるこ

との周知。 

・令和６年５月 自殺ハイリスク者支援体制検討会の実施（18 団体 28名参加） 

・令和６年６月 西部精神科診療所医会に出席し、こども家庭センターの連絡窓口につい

て周知。 

・令和６年７月 医療連携室が設置されている医療機関及び精神保健福祉士・社会福祉士

～８月 等が在中する医療機関、計 16 機関を訪問し、こども家庭センターの役 

割及び連絡窓口について周知。医療機関から「精神疾患を抱えて妊娠出 

産する方が増えている」「母子保健事業を知ることができてよかった」「今

後連携していきたい」などのご意見をいただいた。 

・令和６年８月 自殺ハイリスク者支援体制検討会の実施（17 団体 29名参加） 
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・令和６年１１月 自殺ハイリスク者支援体制検討会の実施（15団体 26名参加） 

・令和７年３月  自殺未遂者支援事業の医療連携検討会議の実施（16団体 30 名参加） 

医療連携検討会議委員 16 名(うち救急科医 4 名、精神科医 4 名、産科

医 3 名)自殺ハイリスク者支援検討会委員 6 名 事務局 8 名 計 30 名

参加 

 

５ 令和７年度の取り組みと今後の方向性 

 ＜（新）精神科によるメンタル不調を抱えた妊産婦等対応相談＞ 

 ・開催時期 ：令和 7年 6月から月 1回開催 

 ・実績：相談件数 9件 

 ・主な相談内容：精神疾患や発達特性のある妊産婦の産後の精神不調に対する対応方法、

家族も含めた支援について 

＜自殺ハイリスク者支援体制検討会＞ 

 ・開催時期（実績）：令和 7年 7月（17 団体 28 名参加） 

10 月（15 団体 26 名参加） 

令和 8 年 1月（15 団体 26 名参加予定） 

 ＜自殺未遂者支援事業の医療連携検討会議＞ 

 ・開催時期：令和 8年 3月予定 

 ＜今後の方向性＞ 

・自殺リスクの高い妊産婦への支援の指針となるよう、救急医療・精神科医療に加え、産科

医療も含めた連携のためのマニュアルを作成している。現場での研修に役立つ内容とな

るよう、自殺ハイリスク者支援体制検討会にて模擬研修を行いながら意見をいただき、

内容を検討している。 

 ・母子包括支援ネットワーク会議や自殺ハイリスク者支援体制検討会、随時のケース連絡 

等を通してより一層、医療機関や地域の支援機関等の関係機関と顔の見える関係づくり

を推進し、連携を強化する。 

 

＜参考＞ 

【精神科によるメンタル不調を抱えた妊産婦等対応相談】 

   令和７年度からの新規事業。妊産婦の支援に関わる行政職員（こども家庭センター職

員等）が、周産期メンタルヘルスに知見のある精神科医へ相談をすることで、妊産婦の

自殺を予防し、行政職員の人材育成並びに地域連携体制を整えることを目的として実施。

月１回、１回１時間 30分程度での Web 相談。 

【自殺ハイリスク者支援体制検討会】 

   救急科スタッフ、精神科スタッフ、産科スタッフ、行政が参加し、メディカルスタッ 

  フ同士の顔の見える関係づくりと包括的な体制の構築・強化に向けての事例検討や自殺 

  未遂者への対応等について検討を行う会議。年３回程度の開催を予定。 

【自殺未遂者支援事業の医療連携検討会議】 

  救急科医師、精神科医師、産婦人科医師、消防局救急隊等の行政が参加し、自殺未遂者

支援事業の実施報告、産科医療機関や精神科医療機関等を対象とした実態調査報告を踏

まえ、医療地域連携についての検討を行う会議。年１回程度の開催を予定。 
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Ⅴ ５歳児健康診査事業について 

                            

１ 目的  

・特別な配慮が必要な児を年中の時期に把握し、個々の状況に合わせた適切支援をするこ

とで、就学前後の成長・発達を支援する。 

・保護者がわが子の特性や課題などに気づき、こどもへの適切な関わりや配慮を理解し、

対応することで就学後の集団生活への適応を図る。 

 ・就学前後のフォローアップ体制として、保健・医療・福祉・教育の分野が連携・協議しな

がら、切れ目のない支援体制の構築を行う。 

 

２ 市政の基本方針 

 ・2025 年度市政運営の基本方針、健康福祉分野において、人々の心身の健康を守る健康

づくりの推進と医療の充実を図るための取組みとして、保健・医療・福祉・教育の各分

野の連携による 5歳児健康診査及び、地域フォローアップに係る体制の整備が挙げられ

ている。 

 

３ 令和７年度の試行的実施について 

（１）前期園（6 施設） 

・園児 178 名のうち 163 名の保護者から同意を得て（91.6％）、7から 8月に保護者・保育

者問診、9月には巡回型一次スクリーニングによる発達確認を実施。 

・10 月中旬以降、園医による一般健康診査を実施し、健診時に保健師から医師へ身長体重

測定の結果や発達評価について伝えた。 

・対象児 163 名のうち、健診後、特性に合わせた支援が必要な幼児（要支援児）は、約 3

割であった。 

・12 月以降、163 名の保護者へ健診の結果を郵送し、要支援児の保護者には、順次、保健

師による対面での面接を実施。面接では、保護者の思い等を聞かせていただきなが

ら、就学にむけた伴走型相談支援を実施。 

（２）後期園（4 施設） 

・園児 112 名のうち全ての保護者から同意を得て、10 月下旬以降に保護者・保育者問診、

令和 8年 1月には巡回型一次スクリーニングによる発達確認を実施。 

・令和 8年 2 月以降、順次、園医による一般健康診査、要支援児の保護者への面談を予定

している。 

（３）その他 

  ・令和 6年度に引き続き、令和７年度も庁内外の有識者からなる検討会を年 5回開催し、

試行的実施の報告をするとともに、健診後のフォローアップ体制や就学後の切れ目のな

い支援について協議した。 

・試行的実施に携わる園職員や児童発達支援センター職員からなる実務者会議を年 6回開

催し、保護者への通知文や円滑に運用するための実務等について検討した。 
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・デジタルを活用して実施するよう進めており、令和 8年 1月から試行的に健診アプリを

開始している。 

・令和 8年 2 月下旬には、健診従事医師に対し説明会を開催予定。 

 

４ 令和８年度の方向性 

・段階的に、約 80 施設、1,700 人程度に対して、所属園等での一般健康診査を実施すると

ともに、未就園児を対象に保健センター等で 7回、約 265 人程度に集団健康診査を実施

予定。 

・令和 7年度に引き続き、庁内外の有識者からなる検討会の実施を予定している。 
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＜就園児＞         ＜未就園児＞

５歳児健康診査事業のフロー

健診対象者の家庭に郵送で案内

巡回型一次スクリーニング事業

目 的 発達課題の抽出・評価

方 法 専門職が幼稚園・保育所などに訪問し幼稚園

教諭や保育士等と情報共有しながら実施

従事者 臨床心理士・保育士等

一般健康診査 （園医健診）

デジタルを活用した問診

診察（身体・皮膚等）

医師判定（異常なし、既医療、既療育、要紹介、要観察）

総合判定

異常なし 既医療 既療育 要紹介 要観察

健診後の事後支援

目 的 発達の確認・集団の様子の観察・発達評価、保護者支援

方 法 所属園に巡回、面接など

従事者 臨床心理士、保育士、保健師など

内 容 ①専門職による集団生活の様子を確認、発達の経過を評価（児支援）

②園に関わりの助言等（園支援、関係機関支援）

③保護者の気付きの促し、フィードバック（保護者支援）

＊児の特性を全員が理解し、就学を迎える。就学後もその特性が理解され、特性にあった対

応の中で成⾧できるよう教育に情報をつなげる

結果通知の案内

幼稚園

保育所

教育

就学先

地区担当

保健師など

未受診

訪問など

保健師支援

集団

健診

4月

5月

～

9月

10
月

11月

～

毎月

12月

～

3月

児童発達支援

事業所等

要観察児：結果説明会を開催

医療

就学
子どもと保護者が安心して学校生活を送れる環境づくり

連携

発達発達特性など

【別紙】



Ⅵ ＨＰＶワクチン接種事業について 

 

１ ＨＰＶワクチンの接種状況について 

（１）定期接種対象者（小学校 6年生～高校 1年生） 

   ※令和 3年 4月～令和 7年 11 月累積実績 

単位：人 

 ※全国比較は令和 7年 3月までの 1回目累積接種率 

 

（２）キャッチアップ接種対象者（平成 9～20 年度生まれ） 

   ※平成 23 年 2 月～令和 7年 11 月累積実績 

単位：人 

接種回数 
対象者数 

① 

1 回目 

② 
２回目 ３回目 

１回目 

接種率 

②/① 

(参考) 

昨年度 

接種率 

全国比較 

※ 

Ｈ20 年度生 高 2 3,685 2,226  2,150 1,670 60.4% 55.0% 54.9% 

Ｈ19 年度生 高 3 3,707 2,324  2,262 2,132 62.7% 58.9% 53.0% 

Ｈ18 年度生 大 1 3,617 2,158  2,103 1,990 59.7% 60.0% 51.8% 

Ｈ17 年度生 大 2 3,495 1,924  1,866 1,769 55.1% 53.0% 53.9% 

Ｈ16 年度生 大 3 3,464 1,735  1,661 1,518 50.1% 47.8% 51.4% 

Ｈ15 年度生 大 4 3,540 1,652  1,578 1,441 46.7% 43.9% 45.3% 

Ｈ14 年度生  3,606 1,468  1,389 1,228 40.7% 45.0% 45.4% 

Ｈ13 年度生  3,572 1,467  1,410 1,288 41.1% 39.6% 42.2% 

Ｈ12 年度生  3,698 1,557  1,389 1,236 42.1% 42.5% 49.5% 

Ｈ11 年度生  3,709 2,161  2,118 1,995 58.3% 61.2% 80.7% 

Ｈ10 年度生  3,685 2,109  2,072 2,015 57.2% 58.4% 88.3% 

Ｈ09 年度生  3,550 1,943  1,909 1,839 54.7% 55.5% 87.6% 

合計 43,328 22,724  21,907 20,121 52.4% 51.5% 58.7% 

 ・H09～11 年度生まれ：H22～24年度の緊急促進事業における接種者 

 ・H12～16 年度生まれ：積極的勧奨差し控えにより制度周知未実施者 

 ・H17～20 年度生まれ：国のリーフレットを活用した制度周知実施者 

接種回数 
対象者数 

① 

1 回目 

② 
２回目 ３回目 

１回目 

接種率 

②/① 

(参考) 

昨年度 

接種率 

全国比較 

※ 

H25 年度生 小 6 3,391 250  19 1 7.4% -  

H24 年度生 中 1 3,472 810  409 36 23.3% 8.4% 6.7% 

H23 年度生 中 2 3,579 1,236  831 87 34.5% 22.9% 24.6% 

H22 年度生 中 3 3,574 1,645  1,232 221 46.0% 30.6% 27.6% 

H21 年度生 高 1 3,519 2,066  1,894 778 58.7% 44.6% 43.5% 

H20 年度生  3,666 2,016  1,846 878 60.4% 55.0% 54.9% 

合計 17,535 6,007  4,385 1,123 34.3% 32.5% 31.5% 
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２ 年度別接種実績比較（令和 6・7年度） 

（１）定期接種対象者 単位：人 

年齢 

令和 6 年度① 

（4～11 月接種者） 

令和 7年度② 

（4～11 月接種者） 

増減 

②－① 

1 回目 2 回目 3 回目 計 1 回目 2 回目 3 回目 計 1 回目 2 回目 3 回目 計 

11 歳 181 8 0 189 151 8 0 159 △ 30 0 0 △ 30 

12 歳 478 139 10 627 357 184 18 559 △ 121 45 8 △ 68 

13 歳 460 237 30 727 311 282 25 618 △ 149 45 △ 5 △ 109 

14 歳 562 255 36 853 417 300 28 745 △ 145 45 △ 8 △ 108 

15 歳 659 757 118 1,534 324 518 112 954 △ 335 △ 239 △ 6 △ 580 

16 歳 256 335 105 696 120 174 71 365 △ 136 △ 161 △ 34 △ 331 

合計 2,596 1,731 299 4,626 1,680 1,466 254 3,400 △ 916 △ 265 △ 45 △ 1,226 

 ・15 歳未満で 9価ワクチンでの接種を開始した者は、少なくとも 5カ月以上の接種間隔を空け、2回

の接種が可能であるため、3回目の接種者数は少ない傾向にある。 

 

（２）キャッチアップ接種対象者 単位：人 

年齢 

令和 6 年度① 

（4～11 月接種者） 

令和 7 年度② 

（4～11 月接種者） 

増減 

②－① 

1 回目 2 回目 3 回目 計 1 回目 2 回目 3 回目 計 1 回目 2 回目 3 回目 計 

16 歳 297 245 157 699  136 127 263 △ 297 △ 109 △ 30 △ 436 

17 歳 580 522 158 1,260  137 171 308 △ 580 △ 385 13 △ 952 

18 歳 491 495 127 1,113  114 123 237 △ 491 △ 381 △ 4 △ 876 

19 歳 539 468 159 1,166  116 135 251 △ 539 △ 352 △ 24 △ 915 

20 歳 664 601 196 1,461  123 151 274 △ 664 △ 478 △ 45 △ 1,187 

21 歳 827 760 204 1,791  146 162 308 △ 827 △ 614 △ 42 △ 1,483 

22 歳 804 769 226 1,799  132 197 329 △ 804 △ 637 △ 29 △ 1,470 

23 歳 727 731 208 1,666  158 185 343 △ 727 △ 573 △ 23 △ 1,323 

24 歳 327 398 117 842  140 176 316 △ 327 △ 258 59 △ 526 

25 歳 158 141 59 358  38 82 120 △ 158 △ 103 23 △ 238 

26 歳 148 148 51 347  28 45 73 △ 148 △ 120 △ 6 △ 274 

27 歳 55 61 19 135  25 33 58 △ 55 △ 36 14 △ 77 

28 歳      26 31 57 0 26 31 57 

合計 5,617 5,339 1,681 12,637  1,319 1,618 2,937 △ 5,617 △ 4,020 △ 63 △ 9,700 

・キャッチアップ接種期間（以下「特例期間」という。）は令和 7年 3月までとされていたため、令和

6年度は駆け込み需要があった。 

・特例期間に 1 回以上接種している者については、期間終了後も公費で 3 回接種を完了できるよう、

1 年間の経過措置を設けることが了承されたため、令和 7 年度は 1 回目の公費接種はなく、2 回目

及び 3回目を公費で接種できる対象者数も減っている。 
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３ 定期接種で使用するＨＰＶワクチンについて 

（１）概要 

令和 7年 11 月 19 日に開催された国の審議会において、令和 8年 4月 1日から組換え沈降 2価ヒ

トパピローマウイルス様粒子ワクチン及び組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン

を定期接種で用いるワクチンから除くことが了承された。 

 

（２）ＨＰＶワクチンの種類 

ワクチンの種類 定期接種 

組換え沈降 2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワ

クチン（サーバリックス） 
令和 8年 4月 1日から除外 

組換え沈降 4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワ

クチン（ガーダシル） 

組換え沈降 9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワ

クチン（シルガード 9） 
令和 8年 4月 1日以降も対象 

 

４ 令和８年度ＨＰＶワクチンに関する周知・啓発予定 

（１）イベント 

   随時、市内で開催されるイベント等において周知・啓発を実施。 

No イベント 場所 実施予定時期 

1 浜名湖花フェスタ はままつフラワーパーク 令和 8年 5月 

2 いきいき健康フェスタ ソラモ 令和 8年 6月 

3 健康はままつ 21 講演会 アクトシティ浜松 令和 8年 9月 

4 くすりと健康フェスタ 遠鉄百貨店 令和 8年 11 月 

 

（２）接種勧奨通知 

No 送付物 対象者 送付予定時期 

1 厚生労働省作成リーフレット 
小学校 6年生 

令和 8年 6月 2 企業作成リーフレット（令和 8年度新規） 

3 圧着式ハガキ Z折 6面 中学校 1年生～高校 1年生 

 

（３）その他 

No 周知方法 実施時期 

1 ＬＩＮＥ公式アカウント浜松市がん検診 随時 

2 はままつ健幸クラブ（アプリ） 随時 

3 ウエルネス推進協議会参画企業へのメールマガジン 随時 

4 広聴広報課の各広報媒体（ラジオ、庁内モニター等）を活用 随時 

5 市公式 SNS（X（旧 Twitter）、Facebook） 随時 
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Ⅶ ＲＳウイルスワクチン接種事業について 

 

１ ＲＳウイルスワクチンについて 

（１）概要 

令和 7年 11 月 19 日に開催された国の審議会において、令和 8年 4月 1日からＲＳウイルスワク

チン（母子免疫ワクチン）をＡ類の定期接種に位置付けることが了承された。 

 

（２）事業内容 

項目 内容 

接種対象者 

妊娠 28 週から 37 週に至るまでの者 

※ＲＳウイルス感染症にかかったことのある者についても定期接種

対象者とする 

接種開始 令和 8年 4月 1日から 

使用ワクチン 
ファイザー社（母子免疫ワクチン） 

（商品名：アブリスボ） 

接種方法 妊娠毎に１回 0.5mL を筋肉内に接種 

その他の事項 

・接種費用は無料(全額公費負担) 

・接種希望者は予防接種実施医療機関に直接予約して接種 

・予診票は２月中に作成し、医療機関へ配布 

 

２ 今後のＲＳウイルスワクチンに関する周知・啓発予定 

（１）イベント 

   随時、市内で開催されるイベント等において周知・啓発を実施。 

No イベント 場所 実施予定時期 

1 浜名湖花フェスタ はままつフラワーパーク 令和 8年 5月 

2 いきいき健康フェスタ ソラモ 令和 8年 6月 

3 健康はままつ 21 講演会 アクトシティ浜松 令和 8年 9月 

4 くすりと健康フェスタ 遠鉄百貨店 令和 8年 11 月 

5 聖灯祭 聖隷クリストファー大学 令和 8年 11 月 

6 共創祭 浜松学院大学 令和 8年 11 月 

 

（２）接種勧奨案内 

No 送付物 内容 実施予定時期 

1 個別通知 
令和 7年度に親子健康手帳を交付済の方のうち、 

令和 8年 4月 1日時点で接種対象者の方に送付 
令和 7年度中 

2 ポスター 市内委託医療機関に掲示 令和 8年 3月 

3 案内チラシ 親子健康手帳交付時に配布、医療機関での配架 令和 8年 3月 
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（３）その他 

No 周知方法 実施時期 

1 ＬＩＮＥ公式アカウント浜松市がん検診 随時 

2 はままつ健幸クラブ（アプリ） 随時 

3 ウエルネス推進協議会参画企業へのメールマガジン 随時 

4 広聴広報課の各広報媒体（ラジオ、庁内モニター等）を活用 随時 

5 市公式 SNS（X（旧 Twitter）、Facebook） 随時 
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Ⅷ 令和８年度 母子保健事業の取り組み 

 

１ 組織改正について 

・令和 8 年度から段階的に実施する 5 歳児健康診査を含めた乳幼児健康診査等の母子保健業務の総括

及び健康診査のデジタル活用や電子版母子健康手帳などの母子保健 DX を推進するため、「母子保健

担当課長」を新設する。 

・予防接種事務については、新たに新設される「感染症対策課」に移管される。 

 

２ 令和８年度 母子保健事業の取り組み 

（１）産婦等に対する遠方の産科医療機関等への交通費等支援事業（妊産婦乳幼児健康診査事業） 

ア 趣旨 

遠方の産科医療機関等で産婦・乳幼児健康診査の受診、または産後ケアを利用する産婦等に対し

て、当該産科医療機関等までの移動にかかる交通費の助成を行うことにより、経済的負担の軽減を図

る。 

イ 内容 

・自宅（又は里帰り先）から最寄りの産婦・乳幼児健康診査を受診または産後ケアを利用することが

できる産科医療機関等（医学上の理由等により、周産期母子医療センターで受診または利用する必

要がある場合は該当の周産期母子医療センター）まで概ね 60 分以上の移動時間を要する産婦等が

対象となる。 

・補助対象は移動に要した費用の 8割となる。 

 

（２）妊娠糖尿病支援事業のリーフレット翻訳について 

 ア 趣旨 

外国籍の妊娠糖尿病妊婦に対し、食事指導等で活用している媒体（リーフレット）を翻訳し、指導

や支援に活用するもの。 

イ 内容 

・翻訳版を作成するリーフレットは、妊娠糖尿病世話人会が作成したリーフレットのうち、「①妊娠

糖尿病ってなんですか？」、「②-1 妊娠中の食事」、「⑤産後の生活」の 3種類。 

・翻訳言語は、英語・ポルトガル語・ベトナム語の 3言語。 

 

（３）乳幼児期における栄養に関する実態調査について（乳幼児等健康教育事業） 

  ア 趣旨 

現在、離乳食教室、もぐもぐ元気っこ教室等で栄養に関する支援を実施しているが、保護者が不安

なく育児していけるよう、乳幼児期の栄養に関わる現状や課題を把握することを目的としたアンケ

ートを行うもの。 

イ 内容 

保護者の現状、ニーズ、課題を明らかにし、現在行っている離乳食教室、もぐもぐ元気っこ教室等、

栄養に関する教室の在り方や方向性を検討し、相談支援体制の充実を図る。 
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